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鶴岡市職員採用試験
職員募集

■問本所職員課☎内線327

市役所電話番号
　本　　所☎25‐2111　藤島庁舎☎64‐2111　羽黒庁舎☎62‐2111
　櫛引庁舎☎57‐2111　朝日庁舎☎53‐2111　温海庁舎☎43‐2111

■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■問＝問合せ　■申＝申込み　■他＝その他　HP＝ホームページ

■募集職種・受験資格
▷管理栄養士（短大卒程度）
　昭和56年４月２日以降に生まれ、管理栄養
　士免許を取得している方及び平成28年６月
　までに取得見込みの方
▷初級行政（高卒程度）
　平成６年４月２日～10年４月１日に生まれ
　た方（４年制大学を卒業した方及び卒業する
　見込みの方を除く）
▷消防士（高卒程度）
　昭和61年４月２日～平成10年４月１日に生
　まれ、採用後、鶴岡市に居住することができ
　る方で、普通自動車運転免許（ＡＴ車限定を
　除く）を有する方及び平成28年４月末まで
　に取得見込みの方

■試験日時
▷１次試験　９月20日○日 午前10時
▷２次試験　１次試験合格者を対象に10月下
　旬実施予定（消防士は11月中旬実施予定）

「市の魚」制定

■試験会場
▷管理栄養士・初級行政　総合保健福祉センター「にこ♥ふる」
　（２次試験は市役所本所）
▷消防士　消防本部（２次試験も同じ）

■申込み受付
▷７月15日○水 ～８月14日○金 に、申込書を市役所本所職員課へ
　（郵送の場合は８月14日○金 までの消印有効）
▷市HP「電子申請」からも手続き可

■試験案内・申込書等の交付
▷市役所本所職員課、各地域庁舎総務企画課及び消防本部総
　務課で交付
▷郵便で請求する場合は、封筒の表に「試験案内請求」と朱
　書きし、140円分の切手を貼った返信用封筒（宛先を明記
　したA４判用の角形２号封筒。折り畳んでも構いません）、
　応募職種・連絡先を記入したメモを同封して、市役所本
　所職員課（〒997‐8601市内馬場町９‐25）へ
▷市HP「人事・職員採用」からダウンロードすることもで
　きます

全国豊かな海づくり大会が山形県で開催されることと合併10周年を記念して「市の魚」を制定します

「市の魚」についてご意見をお寄せください
■問本所農山漁村振興課☎内線558

　各分野から選出された方で構成される「鶴岡市市の魚制定委員会」で検討を進め、次の10種類を候補に選
定しました。この中から市の魚にふさわしいと思うものを２つまで選んで応募してください。皆さんの意見を
参考にしながら同委員会で、９月に決定する予定です。
○候補の魚種と選定理由
クロダイ【お殿様推奨】…庄内藩
主が武士の心身鍛錬として磯釣り

（クロダイ釣り）を推奨していた歴史
がある。遊漁者に人気が高い。

マダイ【おめでタイ　魚の殿様】…
お祝い事に欠かせないめでたい魚。
本市のどの漁港でも水揚げされる魚
であり、水揚げ高も多い。

トラフグ【これから期待の新魚種】
…10年ほど前からまとまった水揚
げがある。築地市場に活魚出荷され、
高評価を得ている。

サクラマス【庄内に春を告げる魚】
…山形県の「県の魚」。森・川・海の
つながりのシンボル的な魚。本市の
春の祭事食。

紅えび【庄内浜の赤く輝く宝石】…
ホッコクアカエビの庄内地方での呼
び名。手軽に食べられるため人気。
特に鼠ケ関港で多く水揚げされる。

ヒラメ【安定した主力魚種】…底
引き網漁業、刺し網漁業、一本釣り
漁業等、多くの漁法の捕獲対象とな
っている主力魚種。

マダラ【庄内の冬の名物　寒ダラ汁】
…寒の時期にとれるマダラのことを
寒ダラといい、寒ダラ汁は冬の庄内
の名物料理として知名度が高い。

ハタハタ【大黒様のお歳夜】…毎
年12月９日の大黒様のお歳夜で、田
楽にして食べられる伝統食。水揚げ
高も多い。

口細カレイ【藤沢周平文学に多く
登場】…マガレイの庄内地方での呼
び名。藤沢作品には多数の庄内の味
覚が登場するが、その代表格。

ズワイガニ【日本海の冬の味覚の
王様】…全国的に水揚げされるが、
本県では１か月早く10月に漁が解
禁される。築地市場に活魚出荷され、
高評価を得ている。

○応募　７月21日○火 まで応募用紙を本所農山漁村振興課へ
▷応募用紙は本所農山漁村振興課及び各地域庁舎産業課に
　設置。市HPからダウンロードすることもできます
▷応募いただいた方の中から、抽せんでペア20組に加茂水
　族館無料入場券を進呈します
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平成27年度～ 29年度

65歳以上の方の介護保険についてお知らせします
介護保険

　介護保険制度は高齢者等の介護を社会全
体で支える仕組みであり、介護保険料は介
護サービスを提供するための財源となる大
切なものです。今後３年間（第６期〈平成
27年度～ 29年度〉）に見込まれる要介護
認定者数や介護保険給付費などを推計し、
第６期介護保険事業計画を策定しました。
この計画に基づいて改定した65歳以上の
方の介護保険料についてお知らせします。

○介護保険法が改正されました

①平成27年８月から、一定以上の所得がある方の介護サービ
　ス利用時の負担割合は２割です　　　　
　要支援・要介護認定を受けている方全員に「介護保険負担割
合証」を交付します。割合証には、負担割合（１割または２割）
が記載されています。適用期間は８月１日～翌年７月31日(毎
年更新)です。　
②８月に、月々の負担額の上限（高額介護サービス費の基準）
　が変わります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　世帯の中に、課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる
場合、負担額の上限が３万7,200円から４万4,400円に引き上
げられます。　
③８月に、食費・部屋代の軽減を受けられる要件が変わります
　世帯全員が非課税であることに加え、次の２点も新たに要件
となります。　
■世帯分離している場合も含めて、配偶者が非課税であること
■本人と配偶者の預貯金の合計額が2,000万円（配偶者がいな
　い場合は1,000万円）以内であること
④８月に、特別養護老人ホームの多床室の室料が変わります　
　多床室の室料が１日当たり370円から840円に引き上げられ
ます。
■対特別養護老人ホームまたはショートステイで多床室を利用し、
　食費・部屋代の負担軽減を受けていない方
⑤平成27年４月から、特別養護老人ホームに入所できるのは  
　原則、要介護３以上の方です　　　　　　　　
　要介護１や２の方であっても、やむを得ない事情がある場合
は、特例的に入所できます。

《65歳以上の方に平成27年度の介護保険料決定通知書をお送りします》

　平成27年度介護保険料決定
通知書は、平成26年中の本人
の所得と家族の市民税課税状況
に基づいて計算した年間の保険
料をお知らせするものです。同
封の「介護保険料のあらまし」
と併せてご確認ください。

○本市の介護保険事業の現状と今後の予測

◆高齢化の進行と要介護等認定者数の増加
　本市の平成26年度の高齢化率は30.8％で
すが、29年度には33.0％まで上昇すること
が推計されます。
　また、26年度の要介護認定者数は８,783人
で、25年度と比較すると231人の増加とな
っています。高齢化率とともに、今後も増加
傾向で推移することが見込まれます。
◆介護保険給付費の増加　　
　26年度の介護保険給付費の見込額は143
億3,000万円です。25年度と比較すると５億
2,000万円の増額となっており、今後もこの
増加傾向は続くことが見込まれます。
◆介護保険に係る費用の負担割合
　介護保険に係る費用の財源は、半分が国や
県、市の公費（税）で、残りの半分は被保険
者の保険料で賄われています。本市の27年
度～29年度の３年間の介護保険に係る費用
は約462億円と推計され、このうち22％は
65歳以上の方の保険料が財源です。

○介護保険料の改定

　今回の改定は、これまでの保険料と比較し
増額となります。介護を必要とする方に安定
したサービスを提供するために、ご理解をお
願いします。

■発送日　　７月15日○水
■納付方法　▷特別徴収（年金からの差引き）…一定の条件を満たした方は年金
　　　　　　　支給月（４・６・８・10・12・来年２月）に年金から差し引きます
　　　　　　▷普通徴収（納付書または口座振替）…通知書に同封の納付書また
　　　　　　　は口座振替で納付します。納期は年８回（７月～来年２月の毎
　　　　　　　月）です
　　　　　　※特別徴収から普通徴収への切替えはできません。

▷介護保険料に関すること
　本所長寿介護課☎内線183または各地域庁舎市民福祉課へ
▷介護保険法の改正に関すること
　①本所長寿介護課☎内線188または各地域庁舎市民福祉課へ
　②　　　〃　　　☎内線182　　　　　　〃
　③～⑤　〃　　　☎内線194　　　　　　〃

介護保険に関するお問合せはこちらへ
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ビ

ス
を
１
年
間
利
用
し
て
い
な
い
寝
た
き
り
高

齢
者
等
を
、
１
年
以
上
継
続
し
て
在
宅
で
介

護
し
て
い
る
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方　

■

支
給
額　

10
万
円　

■持
印
鑑
、
介
護
者
名
義

の
市
内
金
融
機
関
預
金
通
帳　

■申
７
月
６
日

○月
～
17
日
○金
に
各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、

本
所
長
寿
介
護
課
☎
内
線
１
９
３
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

耳
と
手
足
の
不
自
由
な
方
の

た
め
の
巡
回
相
談

■日
７
月
８
日
○水
午
後
１
時
～
３
時　

■場
総
合

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
に
こ
♥

ふ
る
）　

■対
18

歳
以
上
の
方
で
、
新
た
に
身
体
障
害
者
手
帳

の
交
付
を
受
け
た
い
方
、
交
付
を
受
け
て
い

る
方
で
程
度
変
更
し
た
い
方
、
補
装
具
の
交

付
を
希
望
す
る
方
等
（
現
在
治
療
中
の
方
を

除
く
）　

■
相
談
科
目　

聴
覚
、
肢
体　

■持

印
鑑
、
保
険
証
、
身
体
障
害
者
手
帳
（
交
付

済
み
の
方
）　

■問
本
所
福
祉
課
☎
内
線
１
３

７
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

民
生
委
員
児
童
委
員
が　
　

委
嘱
さ
れ
ま
し
た

　

困
り
ご
と
な
ど
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

次
の
方
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。（
敬
称
略
）

▽
第
５
民
生
区
（
第
五
学
区
）
…
秋
田
谷

博
（
朝
暘
町
南
）　

▽
第
12
民
生
区
（
三
瀬

地
区
）
…
川
上
恵
（
主
任
児
童
委
員
）　

▽

温
海
地
区
（
温
海
地
域
）
…
大
川
勝
昇
（
湯

温
海
９
～
16
部
）　

■問
本
所
福
祉
課
☎
内
線

１
３
９昨

年
度
に
引
き
続
き
給
付
金
を
支
給
し
ま
す　
　

臨
時
福
祉
給
付
金
の
お
知
ら
せ

■対
今
年
１
月
１
日
現
在
、
本
市
に
住
民
登
録

の
あ
っ
た
方
で
、
平
成
27
年
度
市
民
税
（
均

等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方
（
市
民
税

が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

方
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方
等
を
除

く
）　

■
支
給
額　

支
給
対
象
者
１
人
に
つ

き
６
、０
０
０
円　

■
支
給
時
期　

10
月
以

降　

■
申
請
期
間　

８
月
３
日
○月
～
来
年

２
月
３
日
○水　

■
申
請
方
法　

７
月
末
に
、

仮
判
定
で
支
給
対
象
と
な
っ
た
方
へ
申
請
書

を
郵
送
し
ま
す
。
同
封
の
返
信
用
封
筒
に
入

れ
て
返
送
し
て
く
だ
さ
い　

■
給
付
金
詐

欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い　

市
や
厚
生
労
働

省
の
職
員
が
、
銀
行
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
等
の
現
金
自
動
預
け
払
い
機
の
操
作
や

手
数
料
の
振
り
込
み
等
を
お
願
い
す
る
こ
と
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現
況
届
の
提
出
は
原
則
不
要
で
す
。

▼
生
計
維
持
確
認
届　

加
算
額
対
象
者
の
い

る
方
が
加
算
額
を
引
き
続
き
受
給
す
る
た
め

に
、
生
計
維
持
関
係
の
証
明
を
し
て
も
ら
う

も
の
で
す
。

■問
鶴
岡
年
金
事
務
所
☎
23
‐
５
０
４
０
、
本

所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
１
３
ま
た
は
各
地

域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

税
平
成
27
年
度
の
国
民
健
康
保
険

税
納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

納
税
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
加
入
者
、

所
得
、
資
産
等
の
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
同
封
の
「
国
民
健
康
保
険
税
の

し
お
り
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
発
送
日　

７
月
15
日
○水　

■対
世
帯
内
に
国

民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
い
る
世
帯
主
の
方

■
納
付
方
法　

▽
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の

差
引
き
）
…
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
方
は
、

年
金
支
給
月
（
４
・
６
・
８
・
10
・
12
・
来

年
２
月
）
に
年
金
か
ら
差
し
引
き
ま
す　

▽

普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）
…

同
通
知
書
に
同
封
の
納
付
書
、
ま
た
は
口
座

振
替
で
納
付
し
ま
す
。
納
期
は
年
９
回
（
７

月
～
来
年
３
月
の
毎
月
）
で
す　

■問
本
所
課

税
課
☎
内
線
２
０
５

市
税
の
滞
納
処
分
と
し
て
差
し
押
さ
え
た
不
動
産 

不
動
産
公
売
の
お
知
ら
せ

■日
７
月
22
日
○水　

■時
受
付
…
午
前
８
時
50
分　

入
札
…
９
時
30
分　

■場
本
所
６
階
大
会
議
室　

■問
本
所
納
税
課
☎
内
線
２
５
１　

■他
市
HP

「
公
売
情
報
」
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す
。
70
歳
の
誕
生
月
の
翌
月
か
ら
（
１
日
生

ま
れ
の
方
は
誕
生
月
か
ら
）
使
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
新
た
に
該
当
に
な
る
方
に
は
、
該

当
月
の
前
月
末
ま
で
お
送
り
し
ま
す
。

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
２
５
ま
た
は

各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証
が

新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
○金
で
す
。
８
月
１

日
○土
か
ら
使
用
す
る
保
険
証
は
７
月
末
ま
で

お
送
り
し
ま
す
。
期
限
の
切
れ
た
保
険
証
は
、

破
棄
す
る
か
、
本
所
国
保
年
金
課
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ
返
却
し
て
く
だ
さ

い
。

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
２
７
ま
た
は

各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
額

決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

平
成
27
年
度
保
険
料
額
決
定
通
知
書
は
、

平
成
26
年
中
の
所
得
に
基
づ
い
て
計
算
し
た

確
定
保
険
料
額
を
お
知
ら
せ
す
る
も
の
で
す
。

▼
納
付
方
法　

▽
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の

差
引
き
）　

年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以

上
の
方
で
、
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
合
計
額
が
年
金
額
の
２
分
の
１

を
超
え
な
い
方
は
、
原
則
、
年
６
期
に
分
け

て
年
金
か
ら
差
し
引
き
ま
す
。
口
座
振
替
に

よ
る
納
付
へ
の
変
更
可
（
市
役
所
へ
の
申
出

書
の
提
出
が
必
要
）。 

▽
普
通
徴
収
（
納
付

書
ま
た
は
口
座
振
替
）　

年
金
受
給
額
が
年

額
18
万
円
未
満
の
方
で
、
介
護
保
険
料
と
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
合
計
額
が
年
金
額

の
２
分
の
１
を
超
え
る
方
は
普
通
徴
収
で
す
。

納
期
は
年
８
回（
７
月
～
来
年
２
月
の
毎
月
）

で
す
。

▼
年
度
途
中
に
後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し

た
方　

加
入
月
か
ら
月
割
り
で
保
険
料
が
発

生
し
ま
す
。
加
入
月
に
よ
っ
て
期
割
の
計
算
、

納
付
方
法
等
が
異
な
る
の
で
、
保
険
料
額
決

定
通
知
書（
加
入
月
の
翌
々
月
中
旬
に
送
付
）

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
料
の
計
算
の
仕
方　

保
険
料
は
、
加

入
者
の
所
得
状
況
、
世
帯
構
成
に
よ
っ
て
金

額
が
異
な
り
、
皆
さ
ん
か
ら
平
等
に
負
担
し

て
も
ら
う
均
等
割
額
と
、
所
得
に
応
じ
て
負

担
し
て
も
ら
う
所
得
割
額
を
合
わ
せ
て
計
算

し
ま
す
。
今
年
度
の
均
等
割
額
は
１
人
年
額

３
万
９
、
５
０
０
円
、
所
得
割
率
は
７
・
８

４
％
で
す
。

▼
保
険
料
の
軽
減　

今
年
度
は
均
等
割
額
の

軽
減
対
象
が
拡
充
さ
れ
ま
す
。
所
得
が
少
な

い
方
へ
の
均
等
割
額
の
軽
減
と
し
て
、
９

割
（
軽
減
後
保
険
料
年
額
３
、
９
０
０
円
）、

８
・
５
割
（
同
５
、
９
０
０
円
）、
５
割
（
同

１
万
９
、
７
０
０
円
）、
２
割
（
同
３
万
１
、

６
０
０
円
）
が
あ
り
、
世
帯
の
所
得
で
割
合

を
判
定
し
ま
す
。
ま
た
、
加
入
者
本
人
の
所

得
が
91
万
円
以
下
の
場
合
は
、
所
得
割
額
が

半
額
と
な
る
軽
減
が
あ
り
ま
す
。

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
２
６
ま
た
は

各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

基
準
収
入
額
適
用
申
請
書
の

提
出
を
お
願
い
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
の
高
齢
受
給
者
及
び
後
期

高
齢
者
の
自
己
負
担
割
合
は
、
毎
年
見
直
す

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
前
年
の
所
得
が
一

定
以
上
あ
る
方
は
、
自
己
負
担
割
合
が
３
割

と
な
り
ま
す
が
、
申
請
に
よ
っ
て
１
割
ま
た

は
２
割
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
３
割
負
担
と
な
っ
て
い
る
方

に
基
準
収
入
額
適
用
申
請
書
を
送
付
し
て
い

ま
す
（
課
税
資
料
で
明
ら
か
に
基
準
を
超
え

る
と
判
断
さ
れ
る
方
に
は
送
付
し
て
い
ま
せ

ん
）。
同
封
し
た
説
明
書
に
記
載
し
て
あ
る

基
準
額
を
下
回
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
７
月

17
日
○金
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
２
７
ま
た
は

各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

20
歳
前
障
害
や
福
祉
年
金
移
行
の
障

害
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
へ

　

日
本
年
金
機
構
か
ら「
所
得
状
況
届
」・「
障

害
状
態
確
認
届
（
診
断
書
）」・「
現
況
届
」・

｢

生
計
維
持
確
認
届｣

を
お
送
り
し
ま
す
（
１

枚
の
届
け
で
複
数
の
届
け
を
兼
ね
て
い
る
も

の
も
あ
り
ま
す
）。
７
月
31
日
○金
ま
で
本
所

国
保
年
金
課
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉

課
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
が
遅

れ
る
と
年
金
受
給
に
支
障
が
出
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
所
得
状
況
届　

毎
年
提
出
が
必
要
な
も
の

で
す
（
現
況
届
の
提
出
が
不
要
な
方
も
、
所

得
状
況
届
の
提
出
は
必
要
）。
一
定
額
以
上

の
所
得
が
あ
る
場
合
、
年
金
の
一
部
ま
た
は

全
額
が
支
給
停
止
さ
れ
ま
す
。

▼
障
害
状
態
確
認
届
（
診
断
書
）　

引
き
続

き
障
害
等
級
に
該
当
す
る
か
を
確
認
す
る
た

め
に
提
出
し
て
も
ら
う
も
の
で
す
。
レ
ン
ト

ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム
や
心
電
図
の
提
出
が
必
要
な

方
は
併
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
現
況
届　

引
き
続
き
年
金
を
受
給
す
る
権

利
が
あ
る
か
確
認
す
る
た
め
に
、
毎
年
提
出

し
て
も
ら
う
も
の
で
す
。
た
だ
し
、
日
本
年

金
機
構
に
住
民
票
コ
ー
ド
を
申
し
出
た
方
は
、
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小
・
中
学
生
の
税
に
関
す
る

標
語
と
作
文
を
募
集
し
ま
す

▼
標
語　

■対
小
学
生　

■内
税
金
全
般
、
納
税

の
大
切
さ
、
納
期
限
を
守
る
こ
と
等
（
１
人

２
点
以
内
）

▼
作
文　

■対
中
学
生　

■内
税
に
関
す
る
内
容

で
あ
れ
ば
自
由
（
１
人
１
編
。
１
、
２
０
０

字
以
内
）

▼
共
通　

■申
８
月
28
日
○金
ま
で
本
所
納
税
課

☎
内
線
２
１
９
へ　

■他
入
賞
者
に
は
賞
状
と

副
賞
を
進
呈
し
ま
す

生
活
・
そ
の
他

地
域
ご
と
に
開
催
し
ま
す 

成
人
式
の
ご
案
内

　

８
月
に
開
催
す
る
成
人
式
の
案
内
は
、
７

月
中
旬
に
対
象
の
方
（
平
成
６
年
４
月
２
日

～
７
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
各
地
域
の
中
学

校
卒
業
生
・
現
在
住
者
）
に
送
付
し
ま
す
。

▼
藤
島　

■日
８
月
12
日
○水
午
前
11
時　

■場
藤

島
地
区
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー　

■問
藤
島
庁
舎

総
務
企
画
課
☎
64
‐
５
８
１
３

▼
朝
日　

■日
８
月
14
日
○金
午
前
９
時
30
分

■場
す
ま
い
る　

■問
朝
日
庁
舎
総
務
企
画
課
☎

53
‐
２
１
１
１

▼
櫛
引　

■日
８
月
14
日
○金
午
後
１
時
30
分

■場
・
■問
櫛
引
公
民
館
☎
57
‐
５
６
７
０

▼
羽
黒　

■日
８
月
15
日
○土
午
後
１
時　

■場
羽

黒
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー　

■問
羽
黒
庁
舎

総
務
企
画
課
☎
62
‐
２
１
１
１

▼
温
海　

■日
８
月
15
日
○土
午
後
３
時　

■場
・

■問
温
海
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
☎
43
‐
４
４
１

１

▼
鶴
岡　

■日
来
年
１
月
10
日
○日
午
後
１
時
30

分　

■対
平
成
７
年
４
月
２
日
～
８
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
方　

■場
グ
ラ
ン
ド
エ
ル
・
サ
ン　

■問
社
会
教
育
課
（
櫛
引
庁
舎
）
☎
57
‐
４
８

６
６　

■他
個
人
に
案
内
は
し
ま
せ
ん

入
居
者
募
集

▼
市
営
住
宅

住
宅
名

階
数
・
間
取
り

戸
数

岡鶴
ち
わ
ら
住
宅
１
Ｌ
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）

１

３
Ｄ
Ｋ
（
子
育
て
向
け
）
３

城
南
住
宅

２
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

美
原
住
宅

３
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

稲
生
住
宅

２
階
・
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

１

東
部
住
宅

３
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

み
ど
り
住
宅
２
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

大
西
住
宅

１
階
・
３
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）

１

大
山
住
宅

１
階
・
２
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）

１

日朝
下
名
川
住
宅
平
屋
・
３
Ｄ
Ｋ

１

海温
紅
葉
岡
住
宅
３
階
・
３
Ｋ

１

柳
原
住
宅

３
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

▼
特
定
公
共
賃
貸
住
宅

住
宅
名

階
数
・
間
取
り

戸
数

黒羽
荒
川
住
宅

平
屋
・
４
Ｌ
Ｄ
Ｋ

１

■
入
居
時
期　

９
月
中
旬
以
降　

■申
７
月
１

日
○水
～
21
日
○火
に
本
所
建
築
課
☎
内
線
４
８

３
ま
た
は
各
建
設
事
務
室
（
羽
黒
・
朝
日
・

温
海
）
へ　

■他
入
居
資
格
要
件
あ
り
。
調
査

の
上
、
入
居
を
決
定
し
ま
す
。
応
募
多
数
の

場
合
は
抽
せ
ん
。
応
募
が
な
か
っ
た
住
戸
は

落
選
者
を
対
象
に
２
次
抽
せ
ん
を
行
い
ま
す
。

一
部
住
戸
は
世
帯
状
況
に
応
じ
た
優
先
選
考

で
す

「
公
社
タ
ウ
ン
高
専
前
」　　
　

宅
地
分
譲
募
集

■
募
集
区
画　

１
区
画
（
約
80
坪
。
４
５
８

万
２
、
０
０
０
円
。
店
舗
付
住
宅
可
）　

■申

山
形
県
住
宅
供
給
公
社
・
嶋
案
内
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
‐
３
０
３
‐
９
７
８
ま
た
は

本
所
建
築
課
☎
内
線
４
８
３
へ　

■他
先
着

順
。
分
譲
紹
介
制
度
（
紹
介
者
に
10
万
円
進

呈
）、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
設
置
助

成
金
（
上
限
50
万
円
）
あ
り

津
波
情
報
伝
達
訓
練
を
実
施

し
ま
す

　

地
震
に
よ
っ
て
津
波
が
発
生
し
た
場
合
に

備
え
、
津
波
情
報
伝
達
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

訓
練
当
日
は
、
津
波
警
報
の
サ
イ
レ
ン
や
ア

ナ
ウ
ン
ス
が
放
送
さ
れ
ま
す
が
、
災
害
と
間

違
え
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

こ
の
伝
達
訓
練
に
合
わ
せ
て
、
海
岸
部
の
各

地
区
で
避
難
訓
練
を
行
う
予
定
で
す
。
海
岸

部
に
お
住
ま
い
の
方
は
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■日
７
月
３
日
○金
午
後
２
時　

■
対
象
地
域

市
内
海
岸
地
区　

■問
本
所
防
災
安
全
課
☎
内

線
６
６
２

人
権
擁
護
委
員
は
次
の
方
々
で
す

　

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
人
権
擁
護
委

員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘

密
は
守
ら
れ
ま
す
。（
敬
称
略
）

▽
石
田
幸　

▽
地
主
幸
平　

▽
佐
藤
和
子　

▽
鈴
木
元
女　

▽
榎
本
玲
子　

▽
金
内
淳　

▽
加
藤
勝　

▽
大
川
慶
輝　

▽
石
川
正
廣　

▽
島
忠
一　

▽
五
十
嵐
信
樹　

▽
阿
部
英
子　

▽
成
澤
礼
子　

▽
島
津
玄
眞　

▽
小
南
孝
子　

▽
手
塚
柳
治　

▽
村
田
仁
美　

▽
宅
井
洋
子

▽
五
十
嵐
孝
雄　

▽
平
藤
博
巳　

▽
長
南
征

子　

▽
帯
刀
春
男　

▽
本
間
晴
美　

▽
齋
藤

俊
美　

▽
五
十
嵐
英
司　

▽
五
十
嵐
要
一　

■問
法
務
局
鶴
岡
支
局
☎
22
‐
１
０
０
３
ま
た

は
本
所
市
民
課
☎
内
線
１
５
８
へ

〝
明
る
い
や
ま
が
た
〟 

夏
の
安
全
県
民
運
動

　

夏
は
、
長
期
休
暇
や
レ
ジ
ャ
ー
、
暑
さ
に

よ
る
気
の
緩
み
等
か
ら
、
交
通
事
故
や
青
少

年
の
非
行
等
が
多
く
な
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
事
故
等
を
防
止
す
る
た
め
、
県
民

総
ぐ
る
み
で
運
動
を
推
進
し
ま
し
ょ
う
。

■
実
施
期
間　

７
月
21
日
○火
～
８
月
20
日
○木

■
運
動
の
重
点　

▽
青
少
年
の
健
全
育
成
と

い
じ
め
・
非
行
防
止　

▽
子
供
と
高
齢
者
の

交
通
事
故
防
止
・
飲
酒
運
転
の
撲
滅　

▽
海
・

山
・
川
で
の
事
故
防
止　

▽
身
近
な
犯
罪
等

の
防
止　

■問
本
所
防
災
安
全
課
☎
内
線
１
６

３
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ 

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

　

７
月
は
〝
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
〟
強

調
月
間
で
す
。
全
国
一
斉
に
街
頭
広
報
活
動

な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
運
動
は
、
全
て

の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
罪
を
犯

し
た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や

非
行
の
な
い
地
域
社
会
を
築
こ
う
と
す
る
全

国
的
な
運
動
で
す
。
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら

す
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
、
子
供
が
健
や

か
に
育
つ
地
域
社
会
の
実
現
は
全
て
の
人
の

願
い
で
す
。
犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い
社

会
を
築
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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各
分
室
ま
た
は
Ｊ
Ａ
鶴
岡
・
庄
内
た
が
わ
の

本
所
・
各
支
所
へ　

■他
市
HP
。
応
募
し
た
方

の
氏
名
、
借
受
け
を
希
望
す
る
農
用
地
等
の

種
類
・
面
積
等
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
表

し
ま
す
。
平
成
26
年
度

に
応
募
し
た
方
は
、
内

容
に
変
更
が
な
け
れ
ば

申
込
み
不
要
で
す
（
変

更
が
あ
る
場
合
の
み
変

更
申
込
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
）。

「
生
産
資
材
等
高
騰
緊
急
対
策

資
金
」を
ご
活
用
く
だ
さ
い

　

燃
油
や
飼
料
価
格
等
の
生
産
資
材
の
高
騰

に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
た
農
林
漁
業
者
の
方

に
対
し
、
無
利
子
の
運
転
資
金
を
融
資
し
ま

す
。

■対
農
業
（
畜
産
、
き
の
こ
類
栽
培
を
含
む
）

ま
た
は
漁
業
を
営
む
方　

■
償
還
期
限　

５

年
（
据
置
期
間
な
し
）　

■
貸
付
期
間　

12

月
31
日
○木
ま
で
　
■
取
扱
融
資
機
関　

農
協
、

酪
農
協
、
漁
協
、
山
形
銀
行
、
荘
内
銀
行
、

き
ら
や
か
銀
行
、
鶴
岡
信
用
金
庫　

■問
本
所

農
政
課
☎
内
線
５
７
８　

■他
県
HP

平
成
26
年
度 

日
本
赤
十
字
社

鶴
岡
市
地
区 

決
算
・
活
動
報
告

　

多
額
の
社
費
・
義
援
金
を
お
寄
せ
い
た
だ

き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

▼
社
費
収
納
会
計　

■
社
費
合
計　

２
、
４

９
０
万
１
、
５
５
０
円　

■
社
員
数　

個
人

…
３
万
１
、
５
８
２
人　

法
人
…
６
４
１
件

　

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
社
費
は
全
額
を
日
本

赤
十
字
社
山
形
県
支
部
に
送
金
し
て
い
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
被
災
地
で
の
救
護
施
設
の
運

■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■問＝問合せ　■申＝申込み　■他＝その他　HP＝ホームページ

■問
本
所
福
祉
課
☎
内
線
１
３
８

ル
ー
ル
を
守
っ
て
楽
し
い
花
火

　

夏
の
身
近
な
風
物

詩
の
お
も
ち
ゃ
花
火
。

し
か
し
、
お
も
ち
ゃ

と
は
い
え
原
料
は
火

薬
で
す
。
安
全
に
楽

し
む
た
め
、
注
意
書

や
使
用
法
を
よ
く
読
み
、
次
の
こ
と
を
守
り

ま
し
ょ
う
。

▽
花
火
を
人
や
家
に
向
け
な
い　

▽
燃
え
や

す
い
物
の
あ
る
場
所
で
遊
ば
な
い　

▽
風
の

強
い
と
き
は
花
火
を
し
な
い　

▽
水
の
入
っ

た
バ
ケ
ツ
を
用
意
す
る　

▽
大
人
と
一
緒
に

遊
ぶ　

▽
花
火
を
ほ
ぐ
し
た
り
、
一
度
に
た

く
さ
ん
の
花
火
に
火
を
つ
け
な
い　

▽
花
火

の
筒
先
に
顔
や
手
を
近
づ
け
な
い　

▽
服
に

火
が
つ
か
な
い
よ
う
注
意
す
る

■問
消
防
本
部
予
防
課
☎
22
‐
８
３
３
２

鶴
岡
市
徘
徊
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

「
ほ
っ
と
安
心
」見
守
り
ネ
ッ
ト
つ
る
お
か

　

市
内
に
居
住
す
る
認
知
症
の
方
等
が
行
方

不
明
と
な
っ
た
場
合
に
備
え
、
登
録
さ
れ
た

情
報
を
共
有
し
、
警
察
を
含
め
た
地
域
の
協

力
の
下
で
早
期
発
見
・
早
期
保
護
に
努
め
ま

す
。
徘は
い
か
い徊
の
心
配
の
あ
る
高
齢
者
等
の
情
報

を
事
前
に
ご
登
録
く
だ
さ
い
。

■申
高
齢
者
交
流
セ
ン
タ
ー
☎
29
‐
４
１
８
０

ま
た
は
各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ

無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る 

病
害
虫
防
除
作
業
に
ご
理
解
を

　

７
月
上
旬
か
ら
８
月
下
旬
ま
で
、
無
人
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
農
作
物
の
病
害
虫
防
除

作
業
を
実
施
し
ま
す
。
事
故
防
止
の
た
め
、

作
業
中
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
は
絶
対
に
近
寄

ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
早
朝
や
夕
方

を
中
心
に
作
業
を
行
い
ま
す
の
で
、
作
業
音

等
へ
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

■問
本
所
農
政
課
☎
内
線
５
７
３

マ
ナ
ー
を
守
っ
て
人
と
動
物
が
気
持
ち
よ
く
共
生
で
き
る
街
に 

犬
や
猫
の
苦
情
が
増
え
て
い
ま
す

　

市
に
は
、
犬
や
猫
に
つ
い
て
の
苦
情
相
談

が
年
間
70
件
以
上
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
多

く
が
鳴
き
声
や
ふ
ん
尿
被
害
、
野
良
猫
へ
の

不
適
切
な
餌
や
り
に
つ
い
て
の
苦
情
で
す
。

特
に
野
良
猫
の
被
害
は
深
刻
で
す
。
野
良
猫

へ
の
無
責
任
な
餌
や
り
の
結
果
、
特
定
の
場

所
に
多
数
の
猫
が
居
着
き
、
周
辺
へ
の
被
害

が
大
き
く
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
餌

を
与
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
ふ
ん
の
始
末
か
ら

繁
殖
制
限
に
至
る
ま
で
責
任
を
持
ち
ま
し
ょ

う
。
自
分
で
責
任
が
持
て
な
い
場
合
は
、
決

し
て
餌
を
与
え
な
い
で
く
だ
さ
い
。

■問
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
内
線
３
６
２

農
地
中
間
管
理
事
業
に
よ
る　
　

農
地
等
の
借
り
手
を
募
集
し
ま
す

　

農
業
経
営
の
規
模
拡
大
や
新
規
就
農
等
を

考
え
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
の
農
用
地

等
の
借
受
け
を
希
望
す
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
対
象
区
域　

鶴
岡
、
藤
島
、
羽
黒
、

櫛
引
、
朝
日
、
温
海
の
６
区
域
（
複
数
の
区

域
を
希
望
す
る
場
合
は
区
域
ご
と
に
申
込
み

が
必
要
）　

■申
来
年
３
月
10
日
○木
ま
で
（
平

成
28
年
度
か
ら
借
受
け
を
希
望
す
る
場
合
は

１
月
８
日
○金
ま
で
）農
業
委
員
会
事
務
局（
藤

島
庁
舎
）
☎
64
‐
５
８
６
８
、
農
業
委
員
会

営
等
多
く
の
事
業
で
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
会
計
決
算

鶴岡市地区会計
歳 入

973万9,386円

鶴岡市地区会計
歳 出

973万9,386円

県支部支出金
49万円

社員募集管理事務費
87万7,834円

人件費
76万7,150円

運営協議会費
20万996円海浜救護所関係費

9万円 災害等資金積立金
49万6,881円

各種助成金
72万8,000円
各種助成金
68万3,472円

協力団体交付金等
202万8,115円
協力団体交付金等
202万1,259円

積立金取崩額
426万9,076円

災害救護費
460万1,794円

積立金取崩額
426万9,076円

災害救護費
460万1,794円

県支部交付金
498万310円
県支部交付金
498万310円

▼
東
日
本
大
震
災
義
援
金
の
実
績　

平
成
23

年
３
月
12
日
か
ら
27
年
３
月
31
日
現
在
ま
で
、

本
市
に
は
１
億
９
４
１
万
円
の
義
援
金
を
お

寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
う
ち
８
、
６
２
５

万
円
は
県
支
部
を
通
じ
て
被
災
者
支
援
の
た

め
に
送
金
し
ま
し
た
。
な
お
、
義
援
金
の
募

集
は
現
在
も
続
け
て
い
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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